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文法形式と比喩の関係
――知覚動詞を用いた直喩について――

菊地　礼

中央大学大学院 博士後期課程／国立国語研究所 共同研究員

要旨
　本稿は知覚動詞を用いた構文を直喩として運用する条件の解明を目的とする。たとえば「肌は雪
のようだ」という直喩は，[肌は雪 ]という物理的に成立しない事態を提示し，これを話者の心理
において真とすることで「肌」の様態を「雪」が持つ属性やイメージにより具体化する。知覚動詞
は「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」「Aを感じさせる B」「Aを思わせる B」「Aが Bに見える」
という特定の構文において直喩を表出する。「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は命題を真と仮
定する事柄目当ての心的態度を表し，「Aを感じさせる B」「Aを思わせる B」「Aが Bに見える」
は事態を知覚経験において真とする。知覚動詞を用いたこれらの構文は偽の命題を話者の心理にお
いて真として提示することで対象の様態を具体的に表現する。このように命題を話者の心理におい
て真とする知覚動詞構文の機能が直喩としての運用を可能にしていることを明らかにした *。

キーワード：直喩，比喩表現，比喩指標，知覚動詞，構文

1. はじめに

　直喩は「Aは Bのようだ」「Aのような B」をはじめとした多様な構文によって表出される。
中村（1977）はそのような構文の中心となる語句である「比喩指標」を文学作品 50篇から収集し，
類・種・号に分けた。その結果，7類 82種 359号にわたる語句とその組み合わせによる 1617形
式を持つことが分かった。その後，山梨（1988），鍋島（2016），小松原・田丸（2019）が直喩を
表出する形式の多様性を指摘している。しかし，なぜそのような多様な形式が直喩として運用可
能であるかは現在に至るまで明らかにされていない。従来の比喩研究は出現頻度の高い助動詞
「よう」を用いた直喩と「よう」に性質の近いモダリティ助動詞「みたい」や「如し」，それらと
共起しやすい副詞「まるで」などを中心的な対象として行われており 1，諸研究が明らかにした
多様性を捉えることができなかった。なぜ多様な言語形式が直喩を形成できるかは，典型例だけ
でなく周辺的な形式と比較することで解明される。本稿はそのような直喩の多様な表現形式の一
端を解明するものであり，周辺的な例である知覚動詞を用いた構文と比喩の関係を考察する。知

* この論文は，2018年 9月 4日（火）に開催された「言語資源活用ワークショップ 2018」（於：国立国語研
究所）にて行った口頭発表「比喩指標としての「感じる」―文法形式と比喩の関係―」をもとに，データの
追加及び大幅な改訂を行ったものである。また，本研究は国立国語研究所コーパス開発センター共同研究プ
ロジェクト「コーパスアノテーションの拡張・統合・自動化に関する基礎研究」（プロジェクトリーダー：
浅原正幸）の研究成果である。
1 例外的に木下（2003）は「似ている」を用いた直喩を分析し，小出（1997）は「Aじゃないんだから」の
ような否定形式を含んだ比喩表現を分析し，小松原・田丸（2019）は多様な形式の類型化を行っている。し
かしそれらの言語形式が直喩を形成する原因は論じられない。
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覚動詞は，日本語記述文法研究会編（2003: 183）においてモダリティ形式化を起こすと指摘され
ており，比喩指標の典型である「よう」に近い性質を持ち，比較対象としての妥当性を有する。
用例は菊地・加藤・浅原（2018），Kikuchiほか（2019）で構築された「指標比喩データベース」
を用いる。
　本稿は「よう」と近い機能を持つ場合に，知覚動詞構文が比喩指標として直喩を表出すると主
張する。直喩は物理的には成立しない事態を命題部に展開することで被喩辞 2の様態を具体化す
る。その表出には，物理的には偽の情報を話者の心理的には最適な判断（＝真）として提示する
形式が必要となる。助動詞「よう」は命題を真と仮定して提示することができ，知覚動詞は「よ
うに＋知覚動詞」（ように感じる），「と＋知覚動詞」（と思う），「Aを感じさせる B」「Aを思わ
せる B」「Aが Bに見える」という一定の構文において命題と話者の関係を示し，「よう」と近
い機能を果たす。

2. 直喩の性質と条件

2.1 対象の具体化

　知覚動詞を用いた直喩の分析に先立ち，本節では助動詞「よう」を用いた直喩について論じ，
直喩表現の性質と文法的な条件を示す。「よう」を用いた直喩は活用形ごとに連体形「Aのよう
な B」（雪のような肌）「Aのような X・B」（雪のような白い肌），連用形「Aのように B」（雪の
ように白い）「Aのように X・B」（雪のように白い肌）「Aは Bのように X」（肌は雪のように
白い），終止形「Aは Bのようだ」（肌は雪のようだ）の形式で出現する。いずれの形式におい
ても命題 [肌は雪 ]は物理的に成立しない事態である。そのような偽の命題を用いて，喩辞が持
つ属性・イメージを用いて被修飾部の体言・用言や主題が表している事物・事柄の様態を具体化
している 3。

（1）  締め切った書斎に私が籠っていたときなど、その大理石のような手を私の肩に置きながら、
低く美しい声の楽音をひびかすまでは、いつ入ってきたとも気づくことはなかった。 

 （エドガー・アラン・ポー，阿部知二訳「リジイア」）
（2）  曠野を一面に覆う草は針金のようにやせて短くまばらで地面がすけて見えるほどです。 

 （安部公房「S・カルマ氏の犯罪」）
（3）  （引用者注：ヒガンバナは）野外で、また墓場で、また土手で、花が一時に咲き揃い、た

くさんに群集して咲いている場合はまるで火事場のようである。  

 （牧野富太郎『植物知識』）

2 「喩辞」は喩える事物・事柄を表す語句，「被喩辞」は喩えられる事物・事柄を表す語句である。
3 以下に掲載する用例は，筆者により分析対象となる知覚動詞・比喩指標に二重線を引き，命題部分に下線
を引く。また，分析対象となる比喩表現以外に注目すべき部分に波線を引く。（7）以降に挙げる用例は，
BCCWJから収集されたもので，（ ）内の出典表示は「BCCWJにおけるサンプル ID-開始位置」となる。
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　（1）はヒロインの手の様態を表した表現である。手は大理石によって組成されるものではな
く，「大理石：手」の関係は物理的には成立しない情報を表す。しかし，当該の文脈における女
性の手の〈白さ〉〈冷たさ〉〈美しさ〉などを表現するために「大理石」のイメージが用いられる。
（2）は有機物である草は無機物である針金ではあり得ないという物理的に成立しない関係を前提
とし，針金の持つ〈細さ〉〈直線的〉などの属性を草に付加する。（3）はヒガンバナの咲く様を
説明した文であり，実際に火事は起きていないことから物理的には成立していない事態である。
火事場が持つ〈火の赤さ〉〈火の広がる様子〉などの属性をヒガンバナが咲き誇る様態を表現す
るために用いる。
　（1）（2）（3）の「大理石：手」「草：針金」「ヒガンバナの咲くさま：火事場」は物理的には結
び付かない事物・事柄である。物理的な世界における関係に制限されずに事物・事柄の関係付け
を行うことで，喩辞の持つ属性・イメージを被喩辞へと付加し，その様態を具体化する。

2.2 偽の命題の文法的な表出

　直喩は物理的な関係に制限されない情報を提示することで被喩辞の様態を具体化する。このよ
うな偽の命題を表出するためには，「よう」の持つ文法的な機能が必要となる。「よう」は命題を
真と仮定するという文法的な機能を持つ。真偽未確認の事態を真と仮定すれば推量用法となり，
偽の事態を真と仮定すると比喩となるなど，命題の真偽によって形成される用法が変化する。

                  命題      真偽     用法

（4）  社長，車が来たようです ： [車が来た ]  ／   真   ／ 婉曲
（5）  会場は満員のようだ   ： [会場は満員 ] ／ 真偽未確認 ／ 推量
（6）  肌は雪のようだ     ： [肌は雪 ]   ／   偽   ／ 比喩

　（4）は車が来たことは目視によって確認できていたとしても，目上の人間に「車が来た」と直
言することを回避するために，主体が仮定するという判断のもとに命題を提示して婉曲性を獲得
する。（5）は命題 [会場は満員 ]の真偽は主体にとって未確認だが，チケットの売れ行きなどを
根拠として，真であると仮定する判断を表す。真偽未確認の命題を真と仮定することで推量用法
を形成する。（6）の比喩用法は，命題 [肌は雪 ]は物理的には成立せず，偽の情報である。し
かし，ある人物の肌の美しさに対する主体の実感として述べるならば，心理的には真の情報と
なる。このように偽の命題を真と仮定することで比喩用法を得る。助動詞「よう」は命題を真
と仮定することで種々の用法を獲得するものであり，比喩もその一種である。「よう」という形
式の持つ文法的機能によって，偽の命題を文法的に表出し，直喩が表現されることが分かる。

3. 知覚動詞を用いた直喩

　直喩は上記のような助動詞「よう」を用いた表現が多数を占める。このような「よう」に代表
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される直喩を表出するための形式である比喩指標 4は，1.に述べたように，その多様性が諸研究
において指摘されている。しかし，それらの形式がどのような理由で直喩として運用することが
可能であるかは論じられていない。その原因の一つに，用例数の確保の難しさがある。「よう」
以外の語を比喩指標として用いた用例の出現頻度は少なく 5，「よう」以外の比喩指標を有する直
喩を収集するのは困難であった。しかし，比喩指標は形態的な特徴であるため，コーパスによる
検索と収集が可能である。その点に着目して，菊地・加藤・浅原（2018），Kikuchiほか（2019）
は「現代日本語書き言葉均衡コーパス」（以下，BCCWJ）を用いて比喩指標を有する比喩表現
である「指標比喩」（≒直喩）用例のデータベースを作成した。作成に際しての検索には，中村
（1977）に挙げられた比喩指標をキーとして用いた。BCCWJのコアデータの 6レジスタ（Yahoo!

知恵袋・Yahoo!ブログ・白書・書籍・雑誌・新聞）における 1,290,060語から 816例の直喩を収
集した。また，BCCWJコアデータの内，加藤・浅原・山崎（2019）で構築された，新聞・雑誌・
書籍に対する分類語彙表番号を各短単位に付与したデータを用い，キーとなる比喩指標要素の類
義語句を含めて収集を可能にした。これにより，中村（1977）では収集されなかった比喩指標が
収集される。その結果として 107例を得た。全体として 923例の直喩を得た。
　中村（1977）は比喩指標を動詞（D），副詞類（F），助詞類（J），形容（動）詞・助動詞類（K），
名詞類（M），連体詞・接頭辞類（R），接尾辞類（S）へと品詞ごとに分類し，そこからそれぞ
れの語の意味的特徴によって種へと下位分類し，種に属する一つ一つの語を号とした。本稿が扱
う知覚動詞は動詞類（D類）の第 1種である（以下，D類 1種）。D類 1種に属する語は人間の
精神活動を表し，その多くを知覚動詞 6が占める。本稿は中村（1977）によって D類 1種として
挙げられた知覚動詞「感じる」「思う」「考える」「心得る」「受け取る」「錯覚する」「紛う」「見る」「眺
める」，そして，それらと同じ分類語彙表番号を有する各種の動詞を分析の候補とした 7。検索
結果，分析の候補として収集された比喩と共起する知覚動詞は，「指標比喩データベース」に収
集された全 923例のうち，「感じる」21例，「思う」27例，「考える」4例，「心得る」「受け取る」 
「錯覚する」「紛う」0例，「見る」4例，「眺める」0例，「見える」3例，「思い知る」2例，「その他」

4 中村（1977）は，指標比喩（≒直喩）を構成する「まるで～よう」といった一まとまりの言語形式を「比
喩指標」と呼び，比喩指標を構成する「まるで」や「よう」を「比喩指標要素」と呼ぶ。本稿は両者をまと
めて「比喩指標」と呼ぶ。ただし，中村（1977）に言及する場合は，必要に応じて「比喩指標要素」と記述
する場合がある。
5 中村（1977）の調査における，比喩指標要素のうち，もっとも高い頻度で出現するのは助動詞「よう」で
あり 50作品中 50作品 5448例出現する。頻度の第二位は「まるで」の 50作品中 32作品 383例である。頻
度の一位と二位に 5000例以上の開きがある。「よう」に近いモダリティ助動詞「みたい」は四位であり，50
作品中 35作品 224例である。直喩は「よう」によって表出されやすく，それ以外の比喩指標を有する直喩
の収集が難しいことを意味する。
6 「思う」「考える」などの思考動詞も含まれるが，本稿ではまとめて「知覚動詞」とする。
7 分析の候補となった動詞は以下の通りである（丸カッコ内は分類語彙表番号）。「似る」（2.1130）「思える」
（2.3061）「思われる」（2.3061）「思える」（2.3061）「気づく」（2.3062）「見える」（2.3091）「知る」（2.3062）「思
い知る」（2.3062）「（怒りを）買う」（2.3066）「例える」（2.3103）「引く」（2.3063）。なお，表 1に対象とし
て掲載している知覚動詞と重複して出現する用例もあり，それらは除いている。直喩例が確認された「見え
る」「思い知る」は表 1に反映し，それ以外の動詞は「その他」とした。
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24例が収集された 8（表 1の「比喩例数」）。なお，「心得る」「紛う」は非比喩的な用法も含めて
用例数が 0例となった。また，　「受け取る」「錯覚する」「眺める」は比喩との共起例が確認され
なかった。

表 1　比喩と知覚動詞 9
知覚動詞 用例数 比喩例数 比喩率（%） 直喩例数
感じる 289 21 7.3 5

思う 1,741 27 1.6 10

考える 839 4 0.5 2

心得る 0 0 0 0

受け取る 40 0 0 0

錯覚する 5 0 0 0

紛う 0 0 0 0

見る 2,080 4 0.2 1

眺める 52 0 0 0

見える 3 3

思い知る 2 2

その他 24 0

合計 5,046 85 23

　表 1の「比喩例数」に含まれる 85例は，次のように種々の構文を含む。9

（7）  梅雨はすでに明け、九州地方は一気に夏模様である。質量を感じさせる強い日差しがビル
や街路樹に降り注ぎ、道路に濃い陰影をつくっていた。  

 （サンプル ID：PB43_00054-1540）
（8）  なにしろ声がいい。森進一にそっくりなんです。聞いているうちに、彼の声が肌に染み入

るように感じて、鳥肌が立ったくらいです。 （サンプル ID：PM41_00071-37630）
（9）  心臓が皮膚を破るかと思われるほど高鳴った。 （サンプル ID：PB39_00009-10510）
（10）  火口だった場所は、すり鉢のように深くえぐれている。けれど、今はそこに緑の木がのび、

時の流れを感じさせる。 （サンプル ID：PB1n_00024-6750）
（11）  「最近の営業マンはパソコンに向かってばかりだ。商品がどのように売られ、ユーザーが

何を考えているかを肌で感じなければいけない」と、現場重視を説く。  

 （サンプル ID：PN1c_00018-1480）

8 同意味の分類語彙表番号から得た例には「実感」等の名詞も含まれている。しかし，本稿は構文に着目す
るため，格を支配しない名詞類は対象に含めない。
9 「用例数」は「指標比喩データベース」作成に用いられた用例の非比喩用法を含めた全体の数である。「見
える」「思い知る」は共通の分類語彙表番号ごとに収集されていることから，個々の知覚動詞の母数を示す
ことができないため，「用例数」「比喩率」からは除いている。また，「その他」は注 7に提示した知覚動詞
と同じ分類語彙表番号を有する動詞から「見える」「思い知る」を除いたものである。
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　（7）は「質量」によって「強い日差し」を連体修飾するために「感じさせる」が用いられてい
る。（8）は「ように」節が「感じる」を連用修飾する。（9）は「心臓が皮膚を破る」が「高鳴った」
を「思われるほど」によって連用修飾する（10）は時間を流体に喩えた「時の流れ」が「感じさ
せる」の目的語となる。（11）の「肌で」は「感じる」場所を示している。このように比喩と共
起して出現する知覚動詞の構文は一定せず，全てを直喩と見なすことは難しい。本稿では「よう」
を比喩指標とした直喩（「雪のような肌」「肌は雪のようだ」）のように修飾・被修飾，主題・叙
述の関係を結ぶことで，喩辞・被喩辞が分かれて出現し，知覚動詞が接続する（7）（9）と「よう」
を含んだ（8）を直喩とする 10。このような知覚動詞を用いた直喩は（7）のようにヲ格やニ格な
どの知覚動詞の支配する格成分同士の関係が比喩的な関係を結ぶ「格成分＋知覚動詞」の構文，
（8）のように「よう」の連用形「ように」が知覚動詞を修飾する「ように＋知覚動詞」の構文，
（9）のように助詞「と」の補文節が知覚動詞を連用修飾する「と＋知覚動詞」の構文といった特
定の構文によって出現する。
　このような知覚動詞を用いた直喩を比喩例数から抽出したものが表 1の「直喩例数」である。
そもそも，知覚動詞が比喩と共起する用例数は「比喩率」が示すように少ないが，その中から直
喩はさらに限定され，知覚動詞を用いた直喩の数はきわめて僅少である。この点で知覚動詞は中
村（1977）が比喩指標の性質として述べる「比喩意識を反映する」（中村 1977: 168）専用の形式
とは認められない。知覚動詞は直喩を表出する言語形式の中で中心的な存在ではない。しかし，
少数ながら直喩を表出する例が存在する。この事実は，知覚動詞は直喩を表出する主要な言語形
式ではないが，一定の条件を満たすことで直喩として運用可能であることを意味する。次節は，
知覚動詞を直喩として運用するための条件を考察する。

4. 知覚動詞構文を直喩として運用する条件

　2.に見たように，直喩は被喩辞の具体化のために偽の命題を用い，その表出には命題を真とし
て提示する形式が必要となる。「よう」は命題を真と仮定することが可能であるために，偽の命
題を話者の心理において真として提示して直喩を表出する。知覚動詞を用いた直喩は上述したよ
うに知覚動詞に前接する要素に応じて「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」「格成分＋知覚動詞」
の構文で直喩を表出する。これらの構文は「よう」を用いた直喩における「よう」と類似した機
能を有することが予測される。
　本節はそのような知覚動詞構文の文法的な機能が直喩として運用可能であることを論じる。
「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は「よう」や「と」が補文節を導き，「格成分＋知覚動詞」
は知覚動詞が格成分を支配する。知覚動詞は「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」においては
命題外で機能し，「格成分＋知覚動詞」においては命題内で機能する。そのため，「ように＋知覚
動詞」「と＋知覚動詞」と「格成分＋知覚動詞」は分けて論じる。

10 このように比喩と言語形式が共起する例のすべてが直喩ではないという事実は，中村（1977）に挙げられ
た「指標比喩」のすべてが直喩なのではないことを意味する。
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4.1 命題外で機能する知覚動詞と直喩

　「と思う」「と見られる」のように知覚動詞の文末用法は事柄に対する心的態度を表すモダリティ
として機能する。直喩として運用される「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」では「ように」
「と」が導く補文節は物理的に成立しない事態を表す命題であり，「感じる」や「思う」はその命
題に対する話者の心的態度を表す。話者の知覚経験に則した推論から，命題についての真偽判断
を表す。これにより，偽の命題を真と仮定する判断を提示することが可能となり直喩としての運
用が可能となる。

4.1.1 「ように＋知覚動詞」を用いた直喩

　「ように＋知覚動詞」は「感じる」「思う」に用例が確認された。「ように」節は物理的に成立
しない事態を表している。そのような偽の命題において喩辞が表す事物の属性・イメージを用い
て被喩辞の様態を具体化する。

（12）(=（8）再掲）  なにしろ声がいい。森進一にそっくりなんです。聞いているうちに、彼の声
が肌に染み入るように感じて、鳥肌が立ったくらいです。  

 （サンプル ID：PM41_00071-37630）
（13）  この本に登場する女たちの大半はヒトラーの「炎のような演説」に惚れ込んでしまう。ヒ

トラーという人物がロックミュージシャンのように思えてくる。  

 （サンプル ID：PN2a_00014-14910）

　（12）はある人物の歌声を聴いた主体がその歌声に感銘を受ける文である。歌声の性質を喩辞
「肌に染み入る」を用いて表す。液体の浸透と歌声の心理への影響は別種の現象であり，「彼の声
が肌に染み入る」は物理的には成立しない。しかし，「液体：浸透≒心：影響」のアナロジーが
話者の心理において成立することで，当該の歌声の主体への影響を液体に喩えて具体的に表す。
（13）はヒトラーの演説を聞いた女性聴衆が熱狂することを述べた文である。政治家であるヒト
ラーは職業的にはロックミュージシャンではありえないため，「ヒトラーという人物がロック
ミュージシャン」は現実的な事態としては成立しない。しかし，言葉によって聴衆を熱狂させる
ヒトラーの演説の様子は話者にとって「ロックミュージシャン」のコンサートの様子と類似した
ものとして捉えられる。（12）（13）の「ように」節と知覚動詞は次のような構文の構造を持つ。

（14）  〔〔彼の声が肌に染み入るように〕感じて〕       ：「ように」節が知覚動詞を修飾
（15）  〔〔ヒトラーがロックミュージシャンのように〕思えて〕 ：「ように」節が知覚動詞を修飾

　「ように」節が知覚動詞「感じる」「思う」を修飾する構文となる。知覚動詞は命題外に位置し，
「ように」節中は「歌声：染み入る」「ヒトラー：ロックミュージシャン」という物理的に成立し
ない事態が展開される。物理的には成立しないが話者の感覚や思考において生起し得るものとし
て命題が提示されることで，喩辞の属性・イメージが被喩辞に付加されて様態が具体化される。
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このようにして「ように＋知覚動詞」構文は直喩として運用することが可能となる。

4.1.2 「と＋知覚動詞」を用いた直喩

　「思う」「思い知る」「考える」「見る」が「と＋知覚動詞」の構文を取る 11。「ように＋知覚動詞」
と同様に「と」が導く補文節が物理的に成立しない事態を表す。その偽の命題の中で喩辞が表す
事物の属性・イメージを用いて被喩辞の様態を具体化する。

（16）  「美和ァ、美和ァ、俺の股間が臭いよ、わかるんだよ、俺、こうしていても臭いが立ち上っ
てくるんだよ、俺を家に帰してくれよ！」と絶叫していた。あのときわたしは地獄をみた。
これがいわゆる生き地獄だと思った。 （サンプル ID：PM25_00084-77410）

（17）  ところが、これまでの半導体生産方式では、ばらつき、雑音が多過ぎて誤動作してしまう
ため、四端子デバイスの実用化は夢と考えられたが（…）  

 （サンプル ID：PB45_00024-83540）
（18）  昨年十一月の総選挙の際の公職選挙法違反（買収）で起訴された■■■■前衆院議員＝自

民党を離党＝が議員辞職したことに伴う補選。このため、当初追い風とみられた民主党
だったが（…） （サンプル ID：PN4e_00010-18950）

　（16）は残業がつづき，家に帰ることができず体から異臭を放つ状況を喩辞「生き地獄」に 

よって表現する。「地獄」は想像による産物であり，現実の状況としては生じない。しかし，当
該状況の壮絶さを表すためには地獄の持つ〈壮絶さ〉〈苦しみ〉などの属性によって状況の様態
を具体化する必要がある。（17）は被喩辞「四端子デバイスの実用化」が不可能であることを喩
辞「夢」によって表す。夢は人間の睡眠時に生じる現象であり「四端子デバイスの実現は夢」は
物理的には成立しない事態である。「夢」の属性〈非現実性〉が「四端子デバイスの実現」に付
加されることで〈不可能〉の意を表す 12。（18）は補欠選挙の実施と民主党の情勢を述べた文で
ある。自民党の候補は公職選挙法違反を起こしており，民主党に有利と見なされていたが，実際
にはそうではなかったという状況である。物理的な事態としては風が吹いていない点で非事実的
な事態である。喩辞「追い風」の持つ属性〈有利な状況〉が民主党に付加される。（16）（17）（18）
の助詞「と」が導く補文節と知覚動詞は以下の構文の構造を持つ。

（19）  〔〔これが生き地獄だと〕思った〕         ：「と」節が知覚動詞を修飾
（20）  〔〔四端子デバイスの実現は夢と〕考えられていた〕 ：「と」節が知覚動詞を修飾
（21）  〔〔〔追い風と〕みられた〕民主党〕        ：「と」節が知覚動詞を修飾

11 「思い知る」は次の用例のように「という」形式で現れるが，「と」に準じて扱った。
〇あらためて総馬が剣鬼だということを思い知らされた。 （サンプル ID：PB39_00013-35250）
12 「夢」は，「夢のような時間」のように慣用的な表現として用いられ比喩性は低いとみられるが，「夢」が
表す現象との非整合性を重視して比喩とする。
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　いずれも知覚動詞「思った」「考えられていた」「みられた」を「と」の補文節が修飾する構文
である。節中の「オフィスの状況：生き地獄」「四端子デバイスの実用化：夢」「民主党の状況：
追い風」は物理的には成立しない関係の事物・事柄同士である。それらの命題が「思った」「考
えられていた」「みられた」が表す話者の思考上に生起したものであることを知覚動詞が表す。
提示された偽の命題の中で被喩辞を具体的に表し得る属性・イメージを持った事物・事柄を表す
喩辞が関係付けられることで被喩辞の具体化がなされる。このようにして「と＋知覚動詞」は直
喩表現として運用がなされる。

4.1.3 真と仮定して事態を提示

　以上に見た，「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は知覚動詞を被修飾部として補文節が連用
修飾する構造を取る。両構文は直喩として運用され，「よう」を用いた直喩と同様に物理的に成
立しない事態を提示し，被喩辞の様態を具体的に表現する。
　2.2に見たように，直喩の表出には物理的には成立しない偽の命題を話者の心理上は真とする
ことが可能な形式を必要とする。「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」の知覚動詞は命題の外に
位置しており事柄に対する話者の心的態度を表すモダリティとして働き，「よう」と機能が類似
する。「よう」と同様に，知覚動詞も命題を真と仮定して提示する。真偽未確認の事態に対して
用いれば推量用法を形成し，偽の事態を真と仮定すると比喩用法を形成する。「よう」と知覚動
詞構文「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は事態の真偽とその判断において同様のプロセス
を持つ。

（22）  なお、セミヤドリガ科全体としても、寄主に害を与えると報告されているものについても、
寄生虫は寄主に害を与えるはずだという先入観から書かれているものもあるように感じら
れる。これらについては再確認が必要であろう。 （サンプル ID：LBb4_00018-8550）

（23）  ロンドンのウェスト・エンドで体を売って稼いでいるザニーの姿を想像してみた（ドリー
はロンドンには一度も行ったことがなかったが、ウェスト・エンドというと売春にはぴっ
たりの土地のように思われた。 （サンプル ID：LBb9_00085-48770）

　（22）は寄生虫の報告書について宿り主に害を与えるはずという先入観から書かれているもの
があるとの推量を述べる文である。「寄生虫は寄主に害を与えるはずだという先入観から書かれ
ているものもある」ことは発話主体にとって状況証拠から推量できるが，確信を持たないので
「再確認が必要」としている。（23）は「ウェスト・エンド」について「売春にはぴったりの土地」
であるとの推量を述べる。発話主体はロンドンに行ったことがなく根拠は薄弱であるが，「売春
にぴったり」という性質を持つと推量する。（22）（23）の「ように」節に提示されている命題は
真偽未確認である。その真偽未確認の命題を確信はないが，真と仮定することで推量を表す。真
偽未確認命題を真と仮定して提示する機能を持つ点で，「よう」と同様の機能を持つ。また，「と
＋知覚動詞」も推量を表す。
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（24）  こうした社会において仏教が果すべき民間布教は、何をおいても生活苦や病苦にせまられ
る民衆に対する救済の社会事業であらねばならなかったと思う。  

 （サンプル ID：LBa2_00007-38430）
（24′） 民衆に対する救済の社会事業であらねばならなかったようだ。
（25）  幕府や諸藩の政治を支えたのは、地方行政の展開において、農民や町人の力を利用しなが

ら、民政を直接実施し
マ マ

てい遠国奉行や郡代・代官の役割こそ、きわめて重要であったと考
えられる。 （サンプル ID：LBa2_00017-17060）

（25′） 遠国奉行や郡代・代官の役割こそ、きわめて重要であったようだ。
（26）  また、昭和神聖会を創立したのと同じころの昭和十（千九百三十五）年十月三十一日、亀

岡の明光殿で第一回大本歌祭りが行なわれているが、これなぞも宮中歌会を模倣したもの
とみられる。 （サンプル ID：LBa1_00014-70290）

（26′） 宮中歌会を模倣したもののようだ。

　（24）（25）（26）の「と＋知覚動詞」は，それぞれ（24′）（25′）（26′）が示すように「ようだ」
に置換することができ，事柄目当てのモダリティとして機能している。（24）は仏教の民間布教
について述べた文である。「民衆に対する救済の社会事業であらねばならなかった」かどうかは，
当時の人々が存命しない以上確認できない。しかし，当時の文献調査などから，「仏教は民衆に
対する救済の社会事業である」を真と仮定することで推量がなされる。（25）は江戸期の地方行
政において「遠国奉行や郡代・代官の役割こそ，きわめて重要であった」との推量を述べる。文
献などの調査からそのように判断する蓋然性が高いが，江戸期に生きた人間が現存しない以上，
遠国奉行や郡代・代官が本当に重要であったかどうかは確実な判断を下せない。（26）は「大本
歌祭り」という祭について述べた文である。大本歌祭りを「宮中歌会を模倣したもの」と推量す
る。この祭を開催した人物は復古主義的な人物であり，開催する歌祭りが伝統的な宮中歌会を模
倣したものであるとの判断は高い蓋然性を持つ。これらは事態としては真偽未確認であるが，話
者の心理上では真に近いものとして判断される。以上の（24）（25）（26）は真偽未確認の命題が
「と」に前接し，その命題を真と仮定する蓋然性が高いことを「と＋知覚動詞」が表す。
　以上に分析したように，「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は真偽未確認の命題に対する推
量用法を持つ。この推量用法化は，これらの構文が命題を真と仮定して提示するという文法的な
機能を持ったことを意味する。2.で論じたように「よう」は命題を真と仮定することで比喩用法
を獲得した。4.1.1と 4.1.2に確認した知覚動詞構文の直喩としての運用は，「ように＋知覚動詞」
「と＋知覚動詞」構文が「よう」と同様に命題を真と仮定する機能を持つためである 13。

13 「らしい」のように真偽未確認の事態を取るが判断を留保し，真と仮定して提示できない形式は比喩とし
て用いにくい。
〇浅田彰の山口昌哉インタヴューというのが、いっこうに活字にならないので、話の種にできなくて困って
いるのだが、噂によると、年寄りを喜ばせるのが上手な浅田が、いろいろと山口の気を浮きたたせたらしい。
ニュートンのパラダイムに背を向けたがっている山口に、当時ライプニッツに凝っていた浅田が、まず水
を向けたらしい。 （サンプル ID：LBa4_00001-22070）
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　ただし，「感じる」や「思う」のように話者の思考作用上の問題として提示されることで，話
者の思考上では真であるが他者が真と思うかは考慮されない表現となる。直喩は抽象的なものや
未知のものを具体的に描出して相手に伝達する表現であるため，話者が示す判断が他者と共有さ
れる必要がある。そのため，話者の思考では真であるが他者にとって真となるかが前提とされな
い「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は直喩としての運用が限定的となる。

4.2 命題内で機能する知覚動詞と直喩

4.2.1 「格成分＋知覚動詞」の直喩

　上述した「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は「ように」や「と」が導く補文節が物理的
に成立しない事態を表し，知覚動詞は命題に対する話者の心的態度を表していた。それに対して，
「格成分＋知覚動詞」は「ように」や「と」の補文節ではなく知覚動詞が支配する格成分同士の
関係が物理的に成立しない事態を表す。知覚動詞は命題外ではなく，命題内で事態を構成する要
素として機能している。13
　「格成分＋知覚動詞」の直喩は，「感じる」「思う」「見える」に例が確認された。「感じる」は「A

を感じさせる B」，「思う」は「Aを思わせる B」，「見える」は「Aが Bに見える」の構文で出現する。

（27）  どことなく“もろさ”を感じさせる恋愛運。 （サンプル ID：PM31_00254-68750）
（28）  最初は離れてとまっていたそうですが、やがて二羽が並び、写真のように恋人同士を思わ

せるしぐさに移ったそうです。 （サンプル ID：PN1d_00001-930）
（29）「子どもを持てない女と周りに見られたくない」。そんな思いがいつも邪魔をした。写真の

子どもたちが悪魔に見えた。 （サンプル ID：PN2a_00008-2790）

　（27）は被喩辞「恋愛運」の性質を述べる。喩辞「もろさ」は物質が持つ性質であり，「恋愛運
がもろさ（を持つ）」というのは物理的には成立しない事態である。「恋愛運」と「もろさ」が「感
じる」に支配される成分として関係付けられることにより，当該の恋愛運に〈脆弱性〉を付加す 

る。（28）は被喩辞「（鳥の）しぐさ」を喩辞「恋人同士」によって表現する。鳥同士のやり取り
を人間の恋愛関係に喩えて「恋人同士」と表す。「恋人同士」の持つ属性〈仲睦まじさ〉などが
被喩辞「（鳥の）しぐさ」に付加される。（29）は不妊治療を行うも子どもを授かることができな
い女性についての文である。子どもは空想上の生物である悪魔ではあり得ず，「子どもたちが悪
魔」は物理的には成立しない。しかし，この女性にとって他人の子どもの写真は心理的な圧迫感
を感じるものであり，自己の心理を害するものとして被喩辞「子どもたち」が喩辞「悪魔」と判

　「噂によると」とあり情報の出所が他者であることを示し，「浅田が山口の気を浮き立たせた」「水を向けた」
という事態が実際に起きたようではあるが，確言できないものとして提示され，真偽判断は留保される。こ
のように「らしい」は真偽未確認の事態を取ることができるが真と仮定して提示することができないため，
直喩としての運用が限定的になる。中村（1977）においても比喩指標として用いられた「らしい」は 2作品
2例という僅かな数にとどまる。比喩指標として出現する場合も，「どこか・らしく・見える」「らしい・もの」
といった複合的な形式でのみ出現する。
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断される。「悪魔」の持つ〈恐怖や危害を与えるもの〉などの属性が被喩辞「子どもたち」に付
加される。（27）（28）（29）の格成分と知覚動詞は次のような構文の構造を持つ。

（30）  〔〔もろさを感じさせる〕恋愛運〕   ：知覚動詞が連体修飾節を作る
（31）  〔〔恋人同士を思わせる〕しぐさ〕   ：知覚動詞が連体修飾節を作る
（32）  〔〔〔子どもたちが〕悪魔に〕見えた〕 ：知覚動詞が述部

　（30）（31）は知覚動詞が連体修飾節を作り，「恋愛運」「しぐさ」に係る。（32）は「見える」
に「写真の子どもたちが悪魔に」が係り，知覚動詞が述部となる。構文的には「雪のような肌」
（連体修飾節），「肌は雪のようだ」（述部）を形成する「よう」を用いた直喩に近い。知覚動詞が
支配する格成分「もろさ：恋愛運」「（鳥の）しぐさ：恋人」「子どもたち：悪魔」は物理的には
成立しない事物・事柄の関係であり，それらを知覚動詞が支配することで知覚しえないものを知
覚する表現となる。物理的には存在しえないが，主体の知覚上には生起したかのように表現する
ことで，発話主体が捉えた当該の表現対象の具体性が示される。このようにして「Aを感じさせ
る B」「Aを思わせる B」「Aが Bに見える」は直喩としての運用が可能である。

4.2.2 直接経験として事態を提示

　「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は知覚動詞が命題外にあり，命題が表す事柄に対する心
的態度を表す。それに対して，「格成分＋知覚動詞」は命題の構成要素として知覚動詞が用いら
れており，話者の知覚的な経験を表す。非比喩的用法に顕著に見られるように「Aを感じさせる
B」「Aを思わせる B」「Aが Bに見える」構文は主体の知覚的な経験を表す。

（33）  さらに、上質なコーヒーだけに含まれる天然の甘味は、爽やかな苦味の中でこそ生きる。
甘味を感じさせるコーヒーは品質、焙煎とも優れた場合に限られる。  

 （サンプル ID：LBi5_00003‐ 7790）
（34）  春場所、東正横綱の千代の富士は初めて念願の十五戦全勝優勝をとげた。通算 V8。西横

綱北の湖は全休で、「ウルフ」独走時代到来を思わせる圧倒的な強さである。  

 （サンプル ID：LBf7_00038‐ 34770）
（35）  茶アザは医学的には、扁平母斑と呼ばれる皮膚の疾患で、表皮基底層のメラニンが増える

ことで茶色に見える症状で、全身のどの場所にもできることがあります。  

 （サンプル ID：PB54_00015‐ 14140）

　（33）はコーヒーに味覚「甘さ」を感じ，（34）は千代の富士の全勝優勝を受けて「ウルフ独
走時代」という思考が生じたことを表し，（35）は扁平母斑によって変色した皮膚の色が茶色に
見えることを表す。（33）は感性的経験を表し，（34）は思考動作を表し，（35）は視覚的な経験
を表す。
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　非比喩用法と比喩用法は知覚しているものの性質は異なるが，実際に知覚しているものとして
表す点は共通する。つまり，「格成分＋知覚動詞」構文は知覚的な経験を表す本動詞としての意
味を有しており，直接的に経験している事態として提示する。そのような形式を用いた直喩は，
自身の知覚体験に則した表現となる。知覚体験の場面において用いられることは使用場面が制限
されることを意味し，3.の表 1「直喩例数」が示す知覚動詞を用いた直喩の少なさの原因の一つ
として考えられる。
　「Aを感じさせる B」「Aを思わせる B」「Aが Bに見える」構文が発話者の知覚を表すという
ことは，言い換えれば物理的には偽の事態が話者の心理において真であることを示す。その点で，
「よう」の物理的には成立しない偽の命題を真と仮定して提示する機能と近い機能を果たす 14。
「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」とは異なる方法ではあるが，偽の事態を真に近いものとし
て提示して直喩を表出することが可能である。

5. おわりに

5.1 本稿のまとめ

　本稿で論じたように，直喩は物理的な関係に制限されずに事物・事柄を関係付けることで具体
的な表現を行うもので，その表出には物理的には成立しない偽の命題を真とする形式を必要とす
る。「よう」と「ように＋知覚動詞」「と＋知覚動詞」は事柄目当てのモダリティとして偽の事態
を真と仮定することで直喩を表出し，「格成分＋知覚動詞」は実際の知覚経験として偽の命題を
提示することで直喩を表出する。
　比喩指標は中村（1977）で「表現主体の比喩意識の反映と見られる何らかの言語形式」（中村
1977：168）として規定され，それを標識として受容者が当該の表現に比喩性を認知するものと
される。また，小松原（2017）は「よう」や「まるで」の付属状況によって比喩表現であること
の明示性が変化し，比喩的な解釈が優勢な「強い直喩」と比喩と他用法で解釈が分かれる「弱い
直喩」が生じるとする。これらは比喩の受容者にとっての比喩指標の働きを論じたものとして評
価できる。「まるで」や「よう」などの典型例においては，文脈に比喩が存在することの標識と
して聞き手目当ての機能を有することは想定される。しかし，知覚動詞を用いた直喩は 3.の表 1

に見たように稀な現象であり，構文自体が比喩を喚起するものではない。「よう」や「まるで」
などの典型例から得た分析結果は，直喩を表出する形式全体に一般化できるものではなく，比喩
指標となる構文自体は比喩的意識や比喩性などの属性を内包しない。

5.2 今後の課題

　知覚動詞が直喩を表出し得るという事実は，直喩を表出する構文は修辞専用の特別なものでは
なく，既存の形式を必要に応じて活用することで運用されていることを意味する。このことは中
村（1977）に挙がっていない形式も直喩として運用することが可能であることを意味する。命題

14 菊地（2018）は「感じる」を比喩指標とした直喩は，「感じる」の語彙的意味が残存していることにより
モダリティ形式化を阻み，比喩指標としての運用を難しくすると述べている。



44 菊地　礼／国立国語研究所論集 19: 31–45 (2020)

に対する発話者の心的態度を表す形式であれば，今後，必要に応じて新たな形式が直喩として運
用されることも予想される。そのような変化が予想されるため，直喩を表出する構文の数は固定
的ではなく，その数を数え上げることは有効ではない。個々の構文の文法的な性質と比喩がどの
ような関係にあるかを分析することこそが求められる。「雪のような肌」「雪を思わせる肌」「雪
と感じられる肌」「雪同然の肌」は雪を肌に喩えており事柄としては同等である。しかし，これ
らの表現は同じ意味を表すものではない。話者の認知のあり方や捉え方などが異なるものとして
表出される。それぞれの構文によって形成される直喩の表現価値を明らかにすることが今後の課
題となる。
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Analyzing “Similes” Using Verbs of Perception
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Abstract
The purpose of this study is to explain the condition of a “simile” using verbs of perception. The 
simile is a kind of the metaphor. The simile has a morphological index and shows a false 
proposition. And a simile uses the appearance of things and compares it with other things to make 
a description more vivid. The Japanese auxiliary verb “you” (よう) is often used in forming a simile 
because “you” shows a false situation as the truth in the mind of speaker. Verbs of perception can 
form a simile in specific syntaxes, for example: “youni + verbs of perception” (ように＋知覚動詞), “to 
+ verbs of perception” (と＋知覚動詞), “A wo kanjisaseru B” (Aを感じさせるB), “A wo omowaseru 
B” (Aを思わせるB), and “A ga B ni mieru” (AがBに見える). These syntaxes show a false situation as 
the truth. The simile requires a form to be able to portray a false situation as the truth. The 
grammatical property of syntax forms a simile.

Key words: simile, metaphorical expression, indicator of metaphor, verbs of perception, syntax


